
次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 に 基 づ く 行 動 計 画  
 
 

 
 教 職 員 が 仕 事 と 子 育 て を 両 立 さ せ る こ と が で き 、 全 て の 教 職 員 が そ の 能

力 を 十 分 に 発 揮 で き る よ う に す る た め 、 次 の よ う に 行 動 計 画 を 策 定 す る 。  
 
 
 
１ ． 計 画 期 間  令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の １ 年 間  
 
 
２ ． 内   容  
 
 

目 標 １  妊 娠 、出 産 、子 育 て の た め の 特 別 休 暇（ 産 前 休 暇 、産 後 休 暇 、

      保 育 休 暇 、 配 偶 者 出 産 の 付 添 休 暇 、 子 の 看 護 休 暇 、 育 児 参 加

休 暇 等 ） の 周 知 ・ 利 用 促 進 に 努 め る と と も に 更 な る 充 実 を 図

る  

      併 せ て 年 次 有 給 休 暇 の 利 用 促 進 に 努 め る  

 
＜ 対 策 ＞  
・ 令 和 ２ 年 ４ 月   小 学 校 第 １ 年 次 に 在 学 す る 子 の 世 話 を 行 う た め の 特 別  

休 暇 を 新 設  

・ 令 和 ２ 年 度 ～   妊 娠 、 出 産 、 子 育 て の た め の 特 別 休 暇 の 制 度 を 学 内 イ

ン ト ラ ネ ッ ト 等 で 周 知 し 、 利 用 促 進 に 努 め る  

全 教 職 員 に 年 次 有 給 休 暇 の 積 極 的 な 取 得 を 周 知 し 、 利  

用 促 進 に 努 め る  

 

              

 
 

目 標 ２   男 性 職 員 に よ る 育 児 に 伴 う 休 暇 ・ 休 業 の 取 得 促 進 に 努 め る  

 
＜ 対 策 ＞  
・ 令 和 ２ 年 度 ～   「 男 性 職 員 に よ る 育 児 に 伴 う 休 暇 ・ 休 業 」 の 制 度 の 説

明 を 作 成 し 、 学 内 イ ン ト ラ ネ ッ ト 等 で 周 知 し 、 利 用 促

進 に 努 め る  

 

 

 
 

目 標 ３  育 児 休 業 を 取 得 し や す く 、 職 場 復 帰 し や す い 環 境 の 整 備 に 努

    め る と と も に 、 育 児 休 業 期 間 中 は 代 替 要 員 の 確 保 に 努 め る  

 
＜ 対 策 ＞  
・  令 和 ２ 年 度 ～   育 児 休 業 教 職 員 の 代 替 職 員 を 確 保 す る よ う 努 め る  

 

 

 


